
 
 
 
 

 

雇用調整助成金の拡充と新たな 

個人給付制度の創設について 

 

 

 

 

資料№１－３   



雇用保険
被保険者
以外
【週20時間
未満等】

な
し

大企業

雇用調整助成金
【法案】

新型コロナ対応休業支援金（仮称）
（休業手当を受けられない労働者に対する給付）

休業手当に対する
助成率2/3

（解雇等を行っていない
場合3/4）

休業手当に対する
助成率4/5

（解雇等を行っていない場合
10/10）

中小企業

休業前賃金の
80％

※休業実績
に応じて支給

休業手当に対する
助成率2/3

（解雇等行わない場合
3/4）

休業手当に対する
助成率4/5

（解雇等行わない場合
10/10）

休業前賃金の
80％

※休業実績
に応じて支給

大企業 中小企業

※

【法案】
一般会計（繰入）

雇用保険二事業
月額上限
33万円

上限8,330円／日

雇用調整助成金の拡充と新たな個人給付制度の創設について

上限15,000円／日（月額上限33万円）

雇用保険
被保険者
【週20時間
以上】

な
し

４月１日から９月30日（令和２年度第２次補正予算案に所要額を計上予定）


